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【
早
来
会
場
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日
時
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月
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日
㈭
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時
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14
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30
分

場
所

　
ふ
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あ
い
交
流
館
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る
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活
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【
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分
会
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日
時

　
４
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日
㈭

働
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張
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日
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１
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ふ
れ
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タ
ー
い
ぶ
き
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会
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手
指
消
毒
、
換
気
な
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感
染
症
の
対
策
を
し
て
い
ま
す
。

地
域
サ
ロ
ン
あ
ん
を
開
催
し

ま
す

　
「
と
ま
こ
ま
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者
サ
ポ
ー
ト

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
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働
き
た
い
と

思
わ
れ
て
い
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に
向
け
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労

自
立
支
援
施
設
で
す
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働
き
た

い
」
を
応
援
す
る
無
料
出
張
相
談

会
を
次
の
日
程
で
行
い
ま
す
。
就

職
相
談
も
歓
迎
で
す
。

日
時

　
３
月
27
日
㈬　
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時
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16
時

　
　
　
　
（
先
着
順
、
予
約
可
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対
象

　
お
お
む
ね
15
歳
か
ら
49
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ま
で

の
方
、
そ
の
ご
家
族

内
容

　
就
労
相
談
、
就
労
体
験
ほ
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場
所

　
ワ
ー
ク
プ
ラ
ザ
と
ま
こ
ま
い

（
苫
小
牧
市
表
町
５
丁
目
11‒

５

ふ
れ
ん
ど
ビ
ル
３
階
）

問
合
せ

　
と
ま
こ
ま
い
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
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ー
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ョ
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と
ま
こ
ま
い
「
サ

ポ
ス
テ
・
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３
丁
目
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２
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４
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７
０

※ 

当
日
、
マ
ス
ク
着
用
で
お
願
い

し
ま
す
。
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お
茶
、
コ
ー
ヒ
ー
、
お
楽
し
み

甘
味
を
ご
用
意
（
参
加
費
無

料
、
昼
食
持
参
Ｏ
Ｋ
で
す
）。

※ 

安
平
町
支
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い
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金
、
社
会
福
祉
協
議
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助
成
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運
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し
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い
ま
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地
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ン
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佐
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）

　
　
　
　
　
　
　
☎
㉕
３
７
０
６

「
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
」
を
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催
し
ま
す

安
平
町
は
な
ま
る
の
会
を
開

催
し
ま
す

　
安
平
町
は
な
ま
る
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会
を
毎
月

第
２
月
曜
日
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第
４
月
曜
日
に
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催
し
て
い
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す
。
老
若
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女
問
わ

ず
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加
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。
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ご
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加
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待
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し
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す
。

日
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３
月
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日
㈪
、
４
月
８
日
㈪
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時
～
12
時

場
所

　
青
葉
会
館

内
容

　

か
ご
作
り
や
小
物
作
り
、
絵

画
、
歌
唱
、
手
話
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会
場
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毒
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気
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症
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当
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マ
ス
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願
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楽
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加
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昼
食
持
参
Ｏ
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平
町
支
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合
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し
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�
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２
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８
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９
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７
０
５
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２

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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帯
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人
事
異
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令
和
６
年
２
月
29
日
付
】

退
職

▼
税
務
住
民
課

　
税
務
グ
ル
ー
プ

　
　
主
事　
井
上　
拓
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13
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14
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30
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場
所

　
ぬ
く
も
り
セ
ン
タ
ー　
多
目
的

情
報
ホ
ー
ル

内
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認
知
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講
演
会

や
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談
会
、
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ニ
ゲ
ー
ム
な
ど
。

※
参
加
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料
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や
お
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を
ご
用
意
し
ま
す
。

※
参
加
さ
れ
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方
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ポ
イ
ン
ト
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び
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イ
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ト
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ま

　
す
。
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す
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令和６年度　地域づくりに関する各種支援事業の募集について
「まちづくり事業支援交付金」

　まちづくりの主役である自治会・町内会、農事組合、ボランティア団体、NPO団体などは、地域
で支えあいながら、自分たちの住んでいるマチをもっと良くしようと、地域づくりに関する各種支
援事業を活用し、地域振興イベントの開催や自主防災組織に必要な備品整備など、地域の実情に応
じた創意工夫にあふれる取り組みを展開しています。
　そこで、令和６年度における地域づくりに関する各種支援事業を募集しますので、地域コミュニ
ティの活性化に向け、ぜひご活用ください。

まちづくり事業支援交付金
　⑴事業の主旨
　　�安平町まちづくりファンド基金を財源として、コミュニティ団体やボランティア団体などが行
う地域に密着した協働によるまちづくりを推進し、地域活動の振興を図り、まちづくりへの積
極的な参加を促していくことを目的として取り組む事業に対して交付金を交付する制度です。

　⑵交付の対象者
　　町内に住所を有する方を中心に構成されるコミュニティ団体、ボランティア団体など
　⑶交付率、交付金額

区分 交付率 交付上限額

ソフト事業
対象経費の８／10以内

50万円（下限５万円）

ハード事業 500万円（下限５万円）

　⑷交付対象となる事業

ソ
フ
ト
事
業

①公益性を有する非営利法人化支援事業 非営利の法人化に係る経費を支援

②公益性を有する非営利法人の育成支援事業 法人化後の活動経費を支援

③地域づくり、ボランティア団体等の育成事業 組織強化のための研修会など

④地域振興のためのイベント事業 実行委員会等による事業

⑤地域文化の継承・活用のための事業 ワークショップや記録誌制作等の事業

⑥地域資源を活用した事業 地域の魅力を伝える交流事業など

⑦地域づくり活動に必要となる備品整備事業

・�自主防災組織等の備品整備および維持、補
修に係る経費
・�自治会、町内会等の活動で使用するための
会議用テーブルやイスなどの備品整備

⑧交流拠点の賑わい創出イベント事業

次に掲げる交流拠点施設で当該イベントを実
施するための準備、運営経費
⑴道の駅あびらD51ステーション
⑵鹿公園
⑶ときわ公園

ハ
ー
ド
事
業

①地域防災・防犯活動等に資する施設整備事業 防災倉庫等の施設整備
②地域の会館改修等整備事業 屋根の塗装やトイレの水洗化など
③伝統文化の継承、歴史的施設の保全・活用に
　資する施設整備事業

歴史的建物を保全しながらリニューアルし、
賑わい創出の拠点とする事業など

④観光振興に資する施設整備事業 観光看板等の施設整備

⑤選考委員会において助成対象と認める事業 プレゼンテーションを経て採否を判断
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募集期間および今後のスケジュール
　募 集 期 間　ソフト事業　４月１日㈪以降、随時受け付け
　　　　　　　　ハード事業　４月１日㈪〜５月10日㈮
　スケジュール　６月上旬　選定委員会での審査
　　　　　　　　６月中旬　交付金の交付決定

問合せ　政策推進課政策推進グループ　☎㉒2751

快適で安全、安心な住環境を求める方を支援
住宅リフォーム費用助成制度

　町民の皆さんやこれから安平町に移住される方が、町内の建設業者に依頼して自ら所有している
住宅のリフォームを行う場合、工事費用の一部を助成します。
■申込期間
　４月１日㈪〜12月13日㈮
　　※ 上記期間内に先着順で申請を受け付けます。また、予算額に達した場合は、申込期間中に終了

する場合があります。
■対象者
　・町内に住所を有する方、または安平町に移住される方　・５年以上居住することを確約できる方
　・住宅の所有者でかつ、その住宅に現に居住している方
　・住宅の所有者および同一世帯全員が町税等を滞納していない方　・暴力団などに属していない方
■対象工事
　・バリアフリー改修工事（通路幅拡幅、浴室・トイレ改良、段差解消など）
　・断熱、省エネ改修工事（町が定める基準以上）
■対象住宅
　・町内にある専用、併用住宅（併用住宅の場合は居住部分のみ対象）
　・築後10年を経過している住宅　・建築基準法等を遵守している住宅
　・町内の業者がリフォームする住宅
■助成額
　バリアフリー改修工事
　　・対象工事の税込額が10万円以上のリフォーム工事の１／２（最高150万円）
　　・申請者の同一世帯における満18歳未満のお子さんの人数に応じて助成額を加算（上限あり）
　断熱、省エネ改修工事
　　対象工事の税込額が10万円以上のリフォーム工事の23％（最高766,000円）
　※ 昭和56年５月31日以前に着工された住宅は、耐震一般診断で総合評価1.0以上であること、ま

たは耐震補強工事により総合評価1.0以上とすること。
　※ 助成金交付決定前に着手していない工事で、申請する年度の１月末日までに工事完了届を提出で

きる工事であること。
　※助成金の交付は、同一住宅および同一人につき１回限りです。
【対象とならない工事】
　単なる屋根、壁の塗装、張り替えや住宅の解体、給湯ボイラーなどの機械設備、設計費など
申込み・問合せ　建設課施設グループ　☎㉒2516
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安平町既存住宅耐震診断等費用
補助金交付制度のご案内

　町内にある既存住宅の耐震診断、補強設計および耐震改修工事を行う方に対し、その費用の一部を
補助します。

■募集期間
　４月１日㈪〜９月30日㈪
　　※ 上記期間内に先着順で申請を受け付けます。また、予算額に達した場合は、募集期間中に終了

する場合があります。
■対象住宅
　・昭和56年５月31日以前に着工された住宅
　・建築基準法その他関係法令に違反していないこと
■対象者
　・町内に住所を有し、対象住宅を所有かつ居住する個人
　・町に納付すべき町税等を滞納していないこと
■補助金額
　・耐震診断　　　耐震診断に係る経費の２／３（上限89,000円）
　・補強設計　　　補強設計に係る経費の２／３（上限100,000円）
　・耐震改修工事　耐震改修工事に係る経費の23％（上限822,000円）
　　　　　　　　　　※ 外壁、屋根、断熱等の付帯工事については、耐震改修工事を行うために必

要な範囲のみ対象。ただし、従前と同等の仕様であることが条件になりま
す。

　・除却工事　　　除却工事に係る経費の23％（上限822,000円）
　　　　　　　　　　※耐震診断の結果により倒壊の危険性があると判断された場合のみ対象。
■その他
　�耐震診断を行う方は、建築士の資格を有し、かつ北海道の耐震診断・耐震改修技術者名簿において
耐震診断の講習区分で登録している方、または耐震改修促進法施行規則第５条第１項各号に掲げる
耐震診断資格者である必要があります。

■申請に必要な書類
　・安平町既存住宅耐震診断等費用補助金交付申請書（様式第１号）　・住民票の写し
　・登記事項証明書（建物）　・納税証明書　・位置図、配置図、平面図など　・見積内訳書
　・耐震診断報告書（様式第２号。補強設計、耐震改修、除却工事を行う場合）
　・改修計画書（様式第３号。耐震改修工事を行う場合）　・外観写真２面以上（除却工事を行う場合）

申込み・問合せ　建設課施設グループ　☎ ㉒2516

安平町高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画
（案）に係るパブリックコメントの募集結果について

　２月２日から22日まで「安平町高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画」（案）に対する
パブリックコメントを実施しましたが、ご意見などはありませんでした。

問合せ　健康福祉課国保・介護グループ　☎㉙7072
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安平町学校施設等長寿命化計画（案）に関する
意見募集（パブリックコメント）について

　安平町学校施設等長寿命化計画（案）に対するパブリックコメントを実施しますので、お気付き
の点やご意見をお寄せください。

■意見募集の対象、公表する資料
　安平町学校施設等長寿命化計画（案）�
■資料の閲覧方法等
　①町ホームページに掲載しています。
　②�教育委員会事務局学校教育グループ（総合庁舎）、住民サービス課住民サービスグループ（総
合支所）で閲覧できます。

　※町ホームページをご覧になれない方は、郵送も可能ですのでお問い合わせください。
■意見の提出方法および場所
　以下①〜④のいずれかの方法により提出してください。
　　①持参の場合　　下記へ提出願います。
　　　　　　　　　　　・教育委員会事務局学校教育グループ（総合庁舎）　
　　　　　　　　　　　・住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）　
　　②郵送の場合　　教育委員会事務局学校教育グループへ郵送してください。
　　　　　　　　　　　〒059‒1595　安平町早来大町95番地
　　　　　　　　　　　　安平町役場　教育委員会事務局学校教育グループ
　　③FAXの場合　���教育委員会事務局学校教育グループへ送信してください。
　　　　　　　　　　　FAX㉙7030
　　④メールの場合　�添付もしくはメール本文などにより教育委員会事務局学校教育グループへ送

信してください。　　メールアドレス　gk-kyouiku@town.abira.lg.jp
■意見募集期間
　３月21日㈭から４月10日㈬17時15分まで
　　①持参の場合　　　　　月〜金　８時30分〜17時15分
　　②郵送の場合　　　　　４月10日㈬消印まで有効
　　③FAX、メールの場合　24時間受け付け（土日含む。ただし募集の締切日は17時15分まで）
■意見対象者
　安平町町民参画推進条例第２条に規定する「町民」を対象とします。
　　①町内に居住または通勤、通学している方
　　②町内において事業を行い、または活動を行う個人または法人その他団体
■意見集約による公表および応答
　意見集約後、寄せられた意見と町の考え方などについては、町ホームページおよび教育委員会事
務局学校教育グループにおいて公表します（広報紙での公表は、紙面の都合上、要約などにより掲
載となる場合があります）。
■その他
　①�意見記入票については、詳しく内容をお聞きする場合や町で協議した結果等をお知らせすると
きのため、住所、お名前、ご連絡先を必ず記載してください。

　②募集対象案件と直接関係のないご意見などについては、取り扱わない場合があります。

問合せ　教育委員会事務局学校教育グループ　☎㉙7036
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会計年度任用職員（建設課、産業振興課）の
募集について

　建設課、産業振興課では各種施設の草刈り、樹木伐採等業務員の募集を行います。下記をご確認
いただき、ご応募ください。

作 業 内 容　・公園施設の修繕、樹木管理、草刈りなど　・町有林の草刈り、樹木調査、伐採など
　　　　　　　・早来駅前国道の草刈りなど　・瑞穂ダム周辺の草刈り、雑木伐採など
　　　　　　　・その他業務
勤 務 地　公園、キャンプ場、町有林内、国道、瑞穂ダム周辺など
給 料　日額　11,211円
手 当 等　通勤距離に応じて通勤手当を支給
そ の 他　各種保険（社会保険、雇用［労働］保険加入）、有給休暇あり
募 集 人 員　１名
雇 用 期 間　５月１日㈬〜11月29日㈮
勤 務 形 態　月〜金曜日（週５日勤務）　８時30分〜17時
　　　　　　　　※雨天は休み（作業の進捗状況により小雨程度は出勤あり）
　　　　　　　　※基本的には２名×２班体制
資格・その他　・準中型自動車運転免許以上（AT限定不可）
　　　　　　　・�刈払機やチェーンソーなど機械操作が可能な方で特別教育を受講している方（特

別教育を受講していない方は要相談）
応 募 期 間　４月19日㈮まで
応 募 方 法　履歴書に３か月以内に撮影した写真を貼付、必要事項を記入し応募先に持参（郵便
　　　　　　　提出不可）
選 考 方 法　面接により決定（面接日は別途通知）

応募先・問合せ　建設課土木・公園グループ　☎ ㉙7075
　　　　　　　　産業振興課土地改良・林務グループ　☎ ㉒2515

令和６年度　移動献血車の巡回について
　日本赤十字社による移動献血を行いますので、ご協力をお願いします。

【早来地区】
　日　時　４月15日㈪　１回目　９時30分〜11時30分、２回目　13時〜14時30分
　場　所　保健センター

【追分地区】
　日　時　４月19日㈮　９時30分〜10時30分
　場　所　ぬくもりセンター

※道路状況などにより、バスの到着が遅れる場合があります。

問合せ　健康福祉課福祉グループ　☎㉙7071
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　平成30年北海道胆振東部地震発生時に町内に住所を有しており、現在ペットを飼育している方
を対象にペット飼育用住宅の入居者を募集します。

入 居 要 件　�平成30年北海道胆振東部地震の被災者のうち、下記の要件をすべて満たす方が対象
になります。

　　　　　　　①町内に住所を有する方
　　　　　　　②ペット（犬、猫に限る）を飼育し、住宅に困窮している方
　　　　　　　③市町村民税等を滞納していない方
　　　　　　　④入居する予定の方が暴力団員でないこと
必要なもの　�入居申込書および同意書、世帯全員の住民票、世帯全員が市町村民税を滞納してい

ないことの証明書の写し
募 集 戸 数　早来ときわペット飼育用住宅　１戸（３LDK）
　　　　　　�　所在地：早来大町173番地27　１階102号室（スナックパートⅡ横）
月 額 家 賃　14,600円（共益費300円含む）
募 集 期 間　随時（入居の募集については先着順となります）
受 付 場 所　建設課施設グループ（総合庁舎）、住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）
問 合 せ　建設課施設グループ　☎ ㉒2516

ペット飼育用住宅の入居者募集について
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【ぬくもりの湯感謝祭】３月22日㈮～24日㈰
　当日入浴された方は、人気の家電など豪華景品が当たる抽選会に１
人１回参加できます。小学生以下のお子さんは、期間中ポップコーン
＆わたあめが無料！
【キッズデー】４月14日㈰　毎月第２日曜日に開催
　「お菓子釣りゲーム」を開催します。好きなお菓子を狙って楽しも
う！釣れたお菓子はプレゼント。キッズデーイベントに参加すると、

小学生までの入浴券購入者はスタンプシールが１個もらえて、２個で軽食50円引き、５個で
人気のラジコンカーやトイカメラなど、カタログから好きな景品を選べます。
【カラダ測定会】４月24日㈬　13時30分～16時　ぬくもりセンター
　来年３月まで計12回開催します。４月は第４水曜日、５月からは毎月第３水曜日です。令
和６年度も年間の参加回数や測定結果によって「ポイントあびら」のポイントや無料入浴券
を付与します。体組成測定のほか、14時から作業療法士による診断を受けられますが、混み
合いますので15時以降の参加をおすすめします。
【ハッピーバスデー】誕生月の入浴が無料！（町内の方２回、町外の方１回）
　休館中の９月〜２月生まれの方は、３月〜５月の間に名簿登録をすると、登録月に町内の
方は２回（町外の方は１回）無料で入浴できます。９月生まれの町内の方で一度入浴された
方も期間中もう一度入浴できますので、ぜひご利用ください。
【キッズカード、スタンプカード】
　令和５年９月の休館前にカードを発行した方は、有効期限を６か月延長しますのでカード
を持参し、受付でお申し付けください。
　例：カード有効期限が令和５年11月30日までの方�→�令和６年５月30日まで延長
【フィットネス器具あります】
　ランニングマシンとフィットネスバイクを利用して運動しませんか。靴を持参し、ガーデ
ニングホールへお越しください。運動後、ぬくもりの湯でリフレッシュしましょう！

※各イベントの詳細は、町ホームぺージ「ぬくもりセンターからのお知らせ」を
　ご覧ください。右記二次元バーコードからアクセスできます。

※３月は休まず営業します。

休館日　４月９日、４月23日、５月14日（毎月第２・４火曜日）

  問合せ　ぬくもりの湯　☎㉕2968（営業時間　11時〜22時）
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暮らしの困りごとの相談に行政相談委員が応じます
　年金の手続きや制度について知りたいこと、借金や遺産相続について相談したいなど、あなたの
暮らしの困りごとをお気軽にご相談ください。
　相談は無料。秘密は守ります。行政相談委員の自宅または電話で常時相談に応じます。
　総務省行政相談委員　早来地区　水野　佐�氏　☎㉒3518
　　　　　　　　　　　追分地区　平野秀樹�氏　☎㉕2774
　問合せ　総務課総務グループ　☎㉒2511

公営住宅・特公賃住宅・町営住宅　入居者募集
募集期間　４月１日㈪〜12日㈮

案内書および申込書の配布・受付（土曜日、日曜日を除く）
　申込受付期間：４月１日㈪〜12日㈮　８時30分〜17時15分

受付場所
　・建設課施設グループ（総合庁舎）　・住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）

必要なもの
　入居申込書および同意書、世帯全員の所得証明書（最新のもの）、世帯全員の住民票、世帯全員
が市町村民税を滞納していないことの証明書、マイナンバーカード（個人番号カード）または通知
カード

抽選日時・場所
　募集住宅に対し重複した場合は下記日程で抽選を行います。抽選場所は地区によって異なります。
　　早来地区分　４月16日㈫　�９時30分〜　総合庁舎
　　追分地区分　４月16日㈫　13時30分〜　総合支所

募集予定団地（募集予定団地は変更となる場合がありますので、受付場所でご確認ください）
　早来地区：�遠浅南公営住宅、遠浅駅前公営住宅、早来あかね公営住宅、早来さつき公営住宅、

早来北町公営住宅、早来大町東公営住宅、早来あけぼの公営住宅、早来あけぼの特定
住宅

　追分地区：追分南公営住宅、追分中央公営住宅
　単身者用：早来さつき単身者住宅、追分カームビレッジ特定単身者住宅

その他
　令和６年５月１日より契約、15日以内に入居可能な方に限ります。

問合せ　建設課施設グループ　☎ ㉒2516

　　　　【広報笑顔（スマイル）】
　　　　発行／安平町
　　　　企画・編集／総務課情報グループ
　　　　〠059‒1595安平町早来大町95番地
　　　　（☎㉒ 2511・FAX㉒ 2026）
安平町ホームページ
　https://www.town.abira.lg.jp
安平町フェイスブック公式ページ
　https://www.facebook.com/hokkaido.abira
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新しい詐欺の手口にご注意を！新しい詐欺の手口にご注意を！
　最近、特殊詐欺の手口は非常に巧妙になっています。全国で発生しているさまざまな種類の特殊詐欺
はいつ自分の身に起こってもおかしくありません。今回は、最新の手口について紹介します。

自動音声ガイダンスを利用しただまし電話
　通信事業者や電力会社などを装い、自動音声による詐欺電話がかかってくるものです。自動音声
の指示に従って操作をしていくと犯人の電話につながり、料金未納や口座からの引き落し不能など
を理由に現金や電子マネー、キャッシュカードをだまし取ろうと話してきます。
　もし、このような電話がかかってきたら、すぐに電話を切って家族や警察に相談しましょう。

災害復興支援を口実にした特殊詐欺
　公的機関、団体を名乗り、電話やFAXによって義援金や支援金の振り込みを求めるものです。
　そのような団体が、一般家庭に対して個別に義援金などの振り込みを求めることはありません。
すぐに電話などを切るようにしましょう。

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得
　国や地方自治体を名乗り、マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続きを名
目に、口座番号や暗証番号などの個人情報を求めるものです。
　不審な電話を受けた際は、マイナンバー総合フリーダイヤル（☎0120‒95‒0178）または警察
に相談しましょう。

◉闇バイト（犯罪実行者募集）の勧誘にも注意！
　SNSやインターネット掲示板などで、「叩き」「受け子」「出し子」などの隠語を使い、短時間で高収
入が得られるなどという甘い言葉で犯罪の実行犯を募集し、これらの実行犯による強盗や特殊詐欺など
が発生しています。これら通称「闇バイト」は請け負った者も犯罪となってしまいます。
　SNSなどのみの募集で高額報酬をうたったアルバイトは闇バイトである可能性が高いです。そもそも
楽をして大金を稼げるアルバイトは存在しません。甘い言葉で誘うようなメッセージや、条件の良すぎ
る仕事の勧誘は、犯罪であることを疑うことが大切です。

【闇バイトに関わらないためのポイント】
　・自分の名前や住所、学校名などを教えたり、本人確認書類や顔写
　　真を送らない。しつこく聞かれてもきっぱりと断る。個人情報や
　　家族の情報は絶対に教えないことが重要です。
　・おかしいなと思った場合や申し込んでしまった場合はすぐ警察
　　（相談専用窓口�☎#9110）に相談しましょう。

地域安全ニュース 令和６年３月21日発行
令和５年度第12号
安平町防犯協会

不審者や不審車両を見かけたら
警察署・最寄りの駐在または役場総務課までご連絡を！
苫小牧警察署☎0144㉟0110　　　追分駐在所☎㉕2003
安平駐在所　☎㉓2339         　　　早来駐在所☎㉒2030
遠浅駐在所　☎㉒2211         　　　役場総務課☎㉒2511


